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東京車掌区において社員を犯人扱い
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１．東京車掌区で発生した落書きについて首都圏本部としての見解を明らかにすること。 

回答：会社施設内における落書きについては、個人に対する誹謗中傷であることはもとより、職場規律の厳正および

施設管理権を侵害するものであり、到底看過できない問題であると考えている。 
 

      
◆  

 

◆  

 

➢ 

 

➢   

 
 

2.当日勤務した社員に対して落書きと同様の文言を書かせようとした根拠を明らかにすること。 

回答：会社施設内における落書きについては、個人に対する誹謗中傷であるとともに、職場規律の厳正および施設 

管理権を侵害するものである。注意喚起の掲示等を行ってもなお事態が改善されないことから、再発防止およ

び職場規律維持の必要性において、実施したものである。 
 

      
◆  

◆  

◆ 

 

◆  

◆  

 

◆ 

 

 

◆ 

  

 

◆ 

 

 

◆  

 

◆  

➢  

➢  

➢  

 

➢  

➢ 

 

➢  

 

➢  

 

 

 

➢ 

 

 

➢  

 

➢ 

 

誠意ある謝罪と再発防止を求める申し入れ
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3．管理者の要求に応じた社員の書面（文言）は、その後どのように扱っているのか明らかにすること。 

回答：当該書面は、会社として適切に管理しているところである。   

      
◆  

◆  

◆  

 

➢ 

 

➢  

➢  
 

４．管理者の要求に応じた社員の書面（文言）の結果をどのように判断し、どのように周知するのか明らかにすること。 

回答：会社として、再発防止および職場規律維持の必要性において実施したものであり、何らかの周知を目的とする

ものではない。   

      
◆  

◆ 

 

◆   

 

➢  

➢ 

 

➢  

 
 

５．聞き取りの中で、落書きと同様の文言を書くように求めた全社員に対して誠意ある謝罪を行うと共に書面（文言）

を破棄すること。 

回答：会社として、再三の注意指導にも関わらず、落書きが繰り返し行われたことを踏まえ、再発防止および職場規律維持

の必要性において実施したものである。なお、引き続き当該書面は、会社として適切に管理していく考えである。   

      
◆  

◆  

 

➢  

➢ 

 
 

６．組合員・社員を犯人扱いするような事が無いように首都圏本部として各区所へ指導すること。 

回答：会社施設内における落書きについては、個人に対する誹謗中傷であることはもとより、職場規律の厳正および施設管理の

観点から到底看過できない問題であると考えている。引き続き、社員が安心して働ける職場づくりを行う考えである。   

      
◆  

◆ 

 

◆  

 

 

➢  

 

➢ 

 

➢  

 

 

誠意ある謝罪と再発防止を求める申し入れ
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